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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　軸部材が相対回転自在に挿通されたベース部材と、
　該ベース部材に立設され、軸部材の周方向に間隔を開けて配置された複数のリテーナ部
材と、
　該複数のリテーナ部材間に配設され、軸部材の外周面との間に所定の距離をおいて、か
つ軸部材の径方向に移動自在に配置された駒部材と、
　これらの軸部材、リテーナ部材および駒部材により形成される空間部と、
　該空間部に挿入された転動部材と、
　前記空間部における、軸部材の周方向中央の、軸部材と駒部材との距離が転動部材の径
よりも小さい狭窄部と、該狭窄部の両側に逆テーパ状に拡開形成された軸部材と駒部材と
の距離が転動部材の径よりも大きい拡開部と、
　前記駒部材を軸部材方向に付勢する第１の付勢手段とを備えることを特徴とする、双方
向クラッチ。
【請求項２】
前記リテーナ部材に支持され、前記空間部において前記転動部材を前記狭窄部方向に付勢
する第２の付勢手段が設けられていることを特徴とする、請求項１に記載の双方向クラッ
チ。
【請求項３】
前記駒部材が高硬度材料で形成されることを特徴とする、請求項１または２に記載の双方
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向クラッチ。
【請求項４】
前記駒部材が低硬度材料で形成され、該駒部材の前記転動部材と接する面に高硬度材料で
形成された板部材を介設したことを特徴とする、請求項１または２に記載の双方向クラッ
チ。
【請求項５】
前記駒部材が低硬度材料と高硬度材料との複合体として構成され、前記駒部材の前記転動
部材と接する面を前記高硬度材料で形成したことを特徴とする、請求項１または２に記載
の双方向クラッチ。
【請求項６】
前記高硬度材料には、金属、セラミック又は樹脂が含まれることを特徴とする、請求項３
乃至５のいずれか１項に記載の双方向クラッチ。
【請求項７】
前記第１の付勢手段は、前記リテーナの周囲に巻回したコイルばねで構成されることを特
徴とする、請求項１乃至６のいずれか１項に記載の双方向クラッチ。
【請求項８】
前記第１の付勢手段は、前記リテーナの周囲に設けた横断面Ｃ字形の略円筒形の板ばねで
構成されることを特徴とする、請求項１乃至６のいずれか１項に記載の双方向クラッチ。

 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、軸部材の一方向への回転を許容して他方向への回転を阻止するも、所定以上
のトルクを付与することにより、軸部材の他方向への回転を可能とし、この状態では逆に
一方向への回転を阻止する、いわゆる双方向クラッチに関する。
【背景技術】
【０００２】
　上述したような双方向クラッチは、上下に開閉動を行なう蓋や扉、例えば、ノート型パ
ーソナルコンピュータの蓋のヒンジ部、等で使用される。このようなパーソナルコンピュ
ータでは、蓋の内面側には液晶パネル等の表示部があり、該蓋を開けたとき、液晶パネル
を任意の角度位置で保持させることが必要である。即ち、双方向クラッチは、パーソナル
コンピュータのオペレータが比較的小さな力で蓋を回動させ得るだけでなく、任意の回動
位置で静止し得るようにするために使用されるものである。
【０００３】
　双方向クラッチのその他の用途としては、水平方向の軸部材の周りで回動し得るような
った扉を持つ家具や戸棚等も挙げられる。即ち、扉を重力に抗して開けたとき、該扉を任
意の回動位置で停止させるために双方向クラッチを使用することができる。
【０００４】
　従来の双方向クラッチとしては、例えば、特許文献１、２及び３に開示されているもの
が知られている。
【特許文献１】特許第２８８０２９６号公報
【特許文献２】特許公開公報２００６－０５２７９１号
【特許文献３】特許公開公報２００６－０５２７９２号
【０００５】
　これら従来の双方向クラッチは、軸部材を挿通可能な中央開口を有する複数のプレート
部材と、各プレート部材の中央開口の内端面と係止可能に軸部材の外周面に沿って等間隔
で配設されたニードルローラ（以下単にニードルと称する）とを具備している。
【０００６】
　複数のプレート部材は、互いに同じ形状を持ち、中央開口の内端面が軸部材の軸線に沿
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って略同一面を形成するように整列させた積層状態で使用される。双方向クラッチの軸線
に直交する方向での断面において、断面円形の軸部材に対し、これを囲む各プレート部材
は、軸部材に面する内端面が直線ないし略直線形で、かつ外端面が内側に湾曲した凹面形
の断面形状を有する細肉部を、軸部材の外周面に沿って等間隔で複数箇所に有する。この
プレート部材の細肉部は径方向への外力の作用により、僅かながら一時的に変形可能かつ
原形復帰可能な弾性を備える。
【０００７】
　従来の双方向クラッチは、更に、このプレート部材の細肉部と接する位置にニードルを
保持するためのリテーナを備えている。ニードルは、リテーナにより、軸部材の外周面と
プレート部材の細肉部の内端面とリテーナの側面とにより囲まれたポケット部に保持され
る。ポケット部は、軸部材の円周方向の中央部に、軸部材の外周円弧とプレート部材の細
肉部内端面の略直線形との関係により、軸部材の外周面とプレート部材の細肉部の内端面
との距離が最も短い狭窄部を有し、この狭窄部の両側は両者間の距離が逆テーパー状に拡
開して拡開部が形成されている。
【０００８】
　狭窄部における軸部材の外周面とプレート部材の細肉部の内端面との距離は、ニードル
の径よりも小さく設定されている。また、拡開部は狭窄部から最も離れた部分が、軸部材
の外周面とプレート部材の細肉部の内端面との距離がニードルの径よりも大きく設定され
ている。なお、リテーナには、ニードルを狭窄部方向に付勢するバネ部材が備えられてい
る。
【０００９】
　次に、以上で述べた従来の双方向クラッチの動作について説明する。
　軸部材に対してニードルをポケット部の狭窄部に向かって移動させる方向にトルクが加
わると、狭窄部における軸部材の外周面とプレート部材の細肉部の内端面との間の距離が
ニードルの径よりも小さいため、ニードルは軸部材に制動力を付与する。即ち、ニードル
は軸部材の回転に伴なって転動しつつ狭窄部に楔のように食い込み、ニードルと軸部材と
の間に大なる摩擦力を生ぜしめ、この摩擦力が制動力として軸部材に作用する。このとき
、
ニードルを付勢するバネ部材は、ニードルによる軸部材に対する制動動作の確実性を高め
る作用を果たす。しかしながら、上述のトルクが所定値を超えたとき、ニードルはプレー
ト部材の細肉部を弾性変形させ、狭窄部を押し広げて反対側に移動する。
【００１０】
　一方、軸部材に対してニードルがポケット部の狭窄部から離れる方向にトルクが加えら
れたときには、ニードルはバネ部材の弾発力に抗しつつ拡開部に留まり、拡開部内で空転
し、該軸部材に上述したような制動力が作用することはない。
【００１１】
　かくして、以上に述べたような双方向クラッチが、例えばノート型パーソナルコンピュ
ータの蓋のヒンジ部で使用された場合を想定すると、操作者が手で蓋をその閉鎖位置から
開くとき、蓋の回動については比較的小さな力で行うことが可能であり、蓋が任意の角度
位置まで回動させた後に操作者が蓋から手を離したとき、上述した制動力が働き、このた
め蓋は該角度位置に保持されることになる。また、蓋を閉鎖位置に向かって比較的大きな
力で押し込むと、ニードルはプレート部材の細肉部を弾性変形させて狭窄部を押し広げて
転動を開始するため、上述の制動力が解除され、これにより蓋は元の閉鎖位置に戻ること
になる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　上述した従来の双方向クラッチの課題としては、先ず、長期の使用により作動信頼性が
落ちるという耐久性の問題が挙げられる。即ち、プレート部材の細肉部が繰り返し弾性変
形させられると、該細肉部が次第に塑性変形してポケット部の狭窄部が広がったままにな
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ってしまい、軸部材に対する制動時に、ニードルと軸部材との間に生じる摩擦力が小さく
なり必要な制動が得られなくなるという、長期の使用による軸部材に対する制動力の減衰
という問題があった。
【００１３】
　また、従来の双方向クラッチの別の課題としては、軸部材に作用させる制動力の調整が
難しく、製造コストが高くつく点が挙げられる。
【００１４】
　すなわち、軸部材に作用させる制動力を変えるときは、主にプレートの枚数、プレート
の形状などで調整することになるが、この場合は、プレート金型またはハウジング金型の
新規作成が必要となり、製造コストの上昇を招いていた。また、プレート部材は金型を用
いて鋼鈑から打抜き加工により製造されるが、一つの双方向クラッチに多数枚のプレート
部材を使用するため、プレート金型の寸法精度が高くないとプレート部材毎に寸法形状の
製造誤差が大きくなり、軸部材に作用させる制動力も各プレートにより異なりが生じてし
まう。かくして、多数枚のプレート部材の寸法精度を確保するために、金型等に高コスト
がかかっていた。
【００１５】
　本発明の課題は、従来の双方向クラッチに比べて、軸部材に作用させる制動力の長期使
用による減衰が少なくて耐久性が高く、作動信頼性が高い、双方向クラッチを提供するこ
とである。
【００１６】
　本発明の別の課題は、部品点数が少なく、また制動力の調整が容易でそれによるコスト
の上昇も少ない双方向クラッチを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明に係る双方向クラッチは、軸部材が相対回転自在に挿通されたベース部材と、該
ベース部材に立設され、軸部材の周方向に間隔を開けて配置された複数のリテーナ部材と
、該複数のリテーナ部材間に配設され、軸部材の外周面との間に所定の距離をおいて、か
つ軸部材の径方向に移動自在に配置された駒部材と、これらの軸部材、リテーナ部材およ
び駒部材により形成される空間部に挿入された転動部材とを有する。前記空間部は、軸部
材の周方向中央に形成され、軸部材と駒部材との距離が転動部材の径よりも小さい狭窄部
と、該狭窄部の両側に逆テーパ状に拡開形成された軸部材と駒部材との距離が転動部材の
径よりも大きい拡開部とを有する。本発明による双方向クラッチは、更に、前記駒部材を
軸部材方向に付勢する第１の付勢手段を有する。
【００１８】
　本発明に係る双方向クラッチは、更に、前記リテーナ部材に支持され、前記空間部にお
いて転動部材を狭窄部方向に付勢する第２の付勢手段を有する。
【００１９】
　また、本発明に係る双方向クラッチにおいて、駒部材は、好ましくは、高硬度材料で形
成される。また、駒部材をは樹脂材料で形成し、駒部材の転動部材と接する面に高硬度材
料で形成された板部材を介設してもよい。更に、駒部材を樹脂材料と高硬度材料との複合
体として構成し、駒部材の転動部材と接する面を高硬度材料で形成したものであってもよ
い。ここで高硬度材料には、金属、セラミック又は樹脂が含まれる。
【００２０】
　本発明に係る双方向クラッチにおいて、前記駒部材を付勢する第１の付勢手段は、好ま
しくは、前記リテーナの周囲に巻回したコイルばねで構成する。また、前記駒部材を付勢
する第１の付勢手段は、前記リテーナの周囲に設けた横断面Ｃ字形の略円筒形の板ばねで
構成してもよい。
【発明の効果】
【００２１】
　以上に述べたような本発明の構成によれば、転動部材が、空間部において、狭窄部の一
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方の拡開部から狭窄部を押し広げて他方の拡開部に移動するとき、駒部材はその外面に設
けられた付勢手段の弾発力に依存して軸部材の径方向の移動を行なうため、常に安定した
制動力を軸部材に作用させることが可能となり、双方向クラッチの長期の使用による耐久
性と作動信頼性を大巾に向上させることができる。
【００２２】
　また、本発明によれば、従来のプレート部材の製造に必要とされる高価な金型を用いる
ことなく駒部材を製造することができるので、双方向クラッチの製造コストを下げること
ができる。
【００２３】
　更に、本発明によれば、駒部材を付勢する付勢手段は、製造が安価なコイルばねを用い
ることが可能であり、しかも軸部材に作用させる制動力の調整は所望のばね定数を持つコ
イルばねに交換するだけで行うことができるので、双方向クラッチの製造コストをは大巾
に下げることが可能となる。
【００２４】
　従って、本発明によれば、軸部材に対する制動力を異ならせた種々の製品を製造する場
合も、異なったばね定数力を持つ付勢手段を揃えればよいので、従来のように製品毎にプ
レート部材の製造用の金型を用意する必要がなく、双方向クラッチの製造コストを大巾に
下げることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　次に、図１ないし図５を参照して、本発明の第１の実施形態について説明する。なお、
図１は本発明に係る双方向クラッチの側面図、図２は図１の２－２線に沿う断面図、図３
は図２の３－３線に沿う断面図、図４は図２の４－４線に沿う断面図、図５は図２の要部
拡大図である。
【００２６】
　図１ないし図４に示すように、双方向クラッチはベース部材１０を備え、このベース部
材１０は適当な金属材料又は樹脂材料で作られる。ベース部材１０は環状の本体１０Ａを
有し、本体１０Ａの軸方向外面にはその径方向に一対の突状部１０Ｂ（図１及び図３参照
）が形成されている。この突状部１０Ｂは双方向クラッチを相手機構部材に回転不能に取
り付けるための突起部である。
【００２７】
　図３に示すように、ベース部材本体１０Ａの中心部には軸部材１２が回転自在に挿通さ
れる孔１０Ｃが形成されている。図１に示すように、軸部材１２の一方の端部側にはスト
ッパピン１２Ａが貫通して設けられ、このストッパピン１２Ａによりベース部材本体１０
Ａが軸部材１２の該端部から脱落しないようにされている。
【００２８】
　図１及び図３に示すように、軸部材１２の他端部には、例えば、横断面がＤ字形になる
ように、平坦面部１２Ｂが形成され、この他端部は、当該平坦面部１２Ｂによって、例え
ばノート型パーソナルコンピュータの蓋のヒンジ軸と一体回転自在に連結される。
【００２９】
　図２に示すように、環状のベース部材１０は、更に本体１０Ａの内面側から一体的に軸
部材１２と平行に立設されたリテーナ部１０Ｄを有する。このリテーナ部１０Ｄは扇形の
横断面を有して３箇所以上に形成されて成り、図示の実施形態においては、４箇所に形成
されている。これらの扇形リテーナ部１０Ｄは、軸部材１２の周方向に等間隔で配置され
、各リテーナ部１０Ｄは軸部材１２の外周面に沿って延びる湾曲した内面１０Ｄ１と、環
状のベース部材本体１０Ａの外面に沿って延びる湾曲し外面１０Ｄ２とを備える。各湾曲
内面１０Ｄ１は軸部材１２の外周面を画成する円よりも幾分大きな同心円によって画成さ
れ、各湾曲外面１０Ｄ２は環状のベース部材本体１０Ａの外周面を画成する円よりも小さ
な同心円によって画成される。
【００３０】
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　図２に示すように、互いに隣接する２つのリテーナ部１０Ｄ間には、軸部材１２の径方
向に延びるガイド通路１４が形成され、各ガイド通路１４の径方向内端の開口部には、軸
部材１２の外周面が露出している。
【００３１】
　図２及び図３に示すように、本発明に係る双方向クラッチは、また、各ガイド通路１４
に沿って径方向に摺動自在に収容された駒部材１６を備える。各駒部材１６の径方向内面
は、軸部材１２の径方向の面に対して直交する平坦面によって構成され、軸部材１２の外
周面と、左右両側のリテーナ部１０Ｄの側面と協働して空間１８を形成する。
　駒部材１６は高硬度の金属製とされ、この実施例においては、鉄系燒結材で形成されて
いる。高硬度の金属としては、他に浸炭焼入鋼材等も使用可能である。また、駒部材１６
を構成する材料は金属に限られない。高硬度材料であれば、セラミック、あるいは樹脂で
あっても使用に耐え得る程度に硬度の高いものは採用可能である。
【００３２】
　双方向クラッチは、更に、空間部１８内に収容された転動部材としてのニードル２０を
備える。このニードル２０の軸部材１２の軸線方向の長さは、図３に示すように駒部材１
６の長さと実質的に同一である。
【００３３】
　図５に詳しく図示するように、駒部材１６の径方向内面は軸部材１２の径方向の面に対
して直交する平坦面によって構成されるのに対して軸部材１２の外周面は真円の曲面なの
で、空間部１８は、中央部に駒部材１６の径方向内面と軸部材１２の外周面との距離が最
も狭い狭窄部１８Ａを有し、狭窄部１８Ａの両側に軸部材１２の周囲方向に沿って逆テー
パ状に拡開形成された拡開部１８Ｂを有する。狭窄部１８Ａにおける、駒部材１６の径方
向内面と軸部材１２の外周面との距離はニードル２０の径よりも小さい。拡開部１８Ｂに
おける、駒部材１６の径方向内面と軸部材１２の外周面との距離はニードル２０の径より
も大きい。
 
【００３４】
　図４及び図５に示すように、互いに隣接する２つの扇形リテーナ部１０Ｄの向かい合っ
た側面、即ちガイド通路１４を形成する側面には、該側面に対して垂直に穿設された溝部
１０Ｄ３（図４参照）が形成されている。また、図４に示すように、各溝部１０Ｄ３内の
奥にはベース部材本体１０Ａと一体に隔壁部１０Ｄ４が形成されている。
【００３５】
　図２、図４及び図５に示すように、この各溝部１０Ｄ３内の奥に形成された隔壁部１０
Ｄ４には、板ばね２２が取り付けられている。各板ばね２２は曲げ加工されて、その一端
部は隔壁部１０Ｄ４の自由端に装着され、他端部は各空間部１８の狭窄部１８Ｂ内に伸出
するように曲げられ、空間部１８Ｂ内に配置されニードル２０を狭窄部１８Ａに向かって
弾性的に付勢する手段（本発明における第２の付勢手段）として機能する。この板ばね２
２の存在により、ニードル２０の軸部材１２に対する制動動作の確実性を高めることがで
きる。
【００３６】
　ニードル２０に対する付勢手段は、板ばねに限らず、弾発力を発揮する素材であれば、
当業界に現在知られている如何なるものも使用可能であることは勿論である。
【００３７】
　図１ないし図５に示すように、双方向クラッチは、更に、４つの扇形リテーナ部１０Ｄ
の外側湾曲面１０Ｄ２の周囲に巻回装着されたコイルばね２４を備える。このコイルばね
２４は４つの駒部材１６を軸部材１２に向かって弾性的に付勢する手段（本発明における
第１の付勢手段）として機能する。
【００３８】
　駒部材１６に対する付勢手段は、コイルばねに限らず、リテーナ部１０Ｄの外側湾曲面
１０Ｄ２の周囲に装着できて弾発力を発揮する素材であれば、当業界に現在知られている
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如何なるものも使用可能であることは勿論である。例えば、横断面Ｃ字形の略円筒形の板
ばねでもよい。
【００３９】
　また、駒部材１６に対する付勢手段は、各駒部材ごとに設けることも可能である。例え
ば、図８に示した如く、ベース部材１０、扇形リテーナ部１０Ｄ、後述する保持板２６の
周囲を囲むように円筒形のハウジング１１１を設け、該ハウジング１１１の内周面と個々
の駒部材１６の外面との間のそれぞれに、波状に屈曲させた板ばね１２４を設け、該板ば
ね１２４により、個々の駒部材１６を軸部材１２に向かって弾性的に付勢するようにして
もよい。いずれにしても、駒部材１６に対する付勢手段は、当業界において公知の付勢手
段の中から適宜選択することができる。
【００４０】
　図１及び図３に示すように、双方向クラッチは、更に、駒部材１６、ニードル部材２０
及びコイルばね２４をベース部材本体１０Ａと協働して挟持し、かつ軸方向へ抜けないよ
うにするための保持板２６を備え、この保持板２６は、着脱自在のＥリング等の止め具２
８により所定位置に保持される。
【００４１】
　次に、図５を参照して以上で述べた双方向クラッチの動作について説明する。
　以下の説明は、双方向クラッチの回転軸１２がノート型パーソナルコンピュータの蓋の
ヒンジ軸と一体に回転するように結合されている場合について行なう。
【００４２】
　また、図５に示された状態においては、ノート型パーソナルコンピュータの蓋が閉鎖位
置にあって、双方向クラッチのニードル２０が図５に示す空間部１８の一方（図５中左側
）の拡開部１８Ｂにあるものとする。
【００４３】
　図５において、蓋が閉鎖位置から矢印Ａの方向に回動させられているとき、軸部材１２
も同じ方向に回動する。これに伴ないニードル２０は図中時計方向に転動しつつ、板ばね
２２の付勢力に抗して、矢印Ａと同方向即ち図中反時計方向に移動する。しかし、扇形リ
テーナ部１０Ｄの側面により移動を妨げられ、二―ドル２０の径より径方向の距離が大き
い拡開部１８Ｂ内で空転する。
【００４４】
　蓋が閉鎖位置から一定の開位置まで移動して蓋の開操作が停止すると、重力の作用によ
り、蓋を閉鎖位置方向に戻そうとする力が軸部材１２に作用する。このとき、軸部材１２
は図５の矢印Ａと反対方向に回動し、これに伴ないニードル２０は図中反時計方向に転動
しつつ、矢印Ａと反対の方向に狭窄部１８Ａまで移動する。狭窄部１８Ａでは、軸部材１
２の外周面と駒部材１６の径方向内面との間の距離がニードルの径よりも小さいため、ニ
ードル２０は軸部材１２の回転に伴なって転動しつつ狭窄部に楔のように食い込み、軸部
材１２に制動力を付与する。これにより、蓋は開操作が停止した開位置に保持される。
【００４５】
　次に、蓋を閉じるときは、蓋を所定以上の力で押し下げる操作が必要になる。この力は
、駒部材１６の径方向外方への移動を許容するコイルばね２４の弾発力に依存して決まり
、その弾発力以上の力である。このとき、軸部材１２に対して図５の矢印Ａと反対方向に
作用するトルクが、コイルばね２４の弾性力により定まる所定値以上になると、ニードル
２０は、コイルばね２４の弾性力に抗して狭窄部１８Ａを押し広げ、駒部材１６を軸部材
１２の径方向外方に移動させる。駒部材１６が外方に移動すると、ニードル２０は狭窄部
１８Ａを超えた反対側（図５中右側）の拡開部１８Ｂに移動する。この図５中右側の拡開
部１８Ｂでは、二―ドルの動きに対する抵抗は生じないため、蓋は閉鎖位置まですんなり
戻ることができる。
【００４６】
　次に、図２に対応する図６を参照して、本発明に係る双方向クラッチの第２の実施形態
について説明する。
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【００４７】
　第２の実施形態は、駒部材１６の構成に関する変更点を除けば第１の実施形態と同じも
のである。即ち、第２の実施形態では、駒部材１６Ａは低硬度の樹脂材料で形成されてい
る。低硬度駒部材１６Ａの径方向内面とニードル２０との間には高硬度材料で形成された
板部材１６Ｂが介設される。この板部材１６Ｂは、高硬度材料、例えば鉄系燒結金属材で
構成されることが好ましい。浸炭焼入鋼材を用いることも可能である。また、セラミック
や、硬度が必要以上に高ければ樹脂材料を使用することも可能である。
【００４８】
　また、この第２の実施形態において、駒部材を、低硬度の樹脂材料から形成された低硬
度部１６Ａと、この低硬度部１６Ａの径方向内面側に高硬度材料で形成された高硬度部１
６Ｂとから成る複合体として一体に構成してもよい。
【００４９】
　以上で述べた第１及び第２の実施形態において、ニードル２０が軸部材１２の回動に伴
なって転動して狭窄部１８Ａに偏倚することが確実に保証される場合には、ニードル付勢
手段即ち板ばね２２については省いてもよい。
【００５０】
　また、以上で述べた第１及び第２の実施形態においては、ベース部材本体１０Ａの内面
側を、十字方向に延びるガイド通路１４で四分割するように扇形リテーナ部１０Ｄを４つ
設け、各ガイド通路１４に一つずつ計４つの駒部材１６を使用した。しかし、扇形リテー
ナ部１０Ｄ、ガイド通路１４、駒部材１６の数はこれに限られるものではない。それぞれ
３つ以上の複数であれば双方向クラッチの安定した動作を得ることができる。ただ、それ
らは軸部材１２の回りに等間隔に配置することが好ましい。
【００５１】
　また、以上では、第１及び第２の実施形態について、双方向クラッチの回転軸１２がノ
ート型パーソナルコンピュータの蓋のヒンジ軸と一体に回転するように結合されている場
合について説明したが、双方向クラッチのベース部材１０がノート型パーソナルコンピュ
ータの蓋のヒンジ軸と一体に回転するように結合されている場合も実質的に同様であるこ
とは理解できるであろう。
【００５２】
　次に、図７を参照して、本発明に係る双方向クラッチの第３の実施形態について説明す
る。
　第３の実施形態は、転動部材に関する変更点を除けば図３に示された実施形態と同じも
のである。即ち、第３の実施形態では、転動部材１２０は、図３の実施形態におけるニー
ドルに代えて、軸方向に配列した複数の、図示例では２個の、ボールで構成されている。
この実施形態を採用することにより製造コストをより抑えることができる利点がある。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本発明に係る双方向クラッチの第１の実施形態を示す側面図である。
【図２】図１の２－２線に沿う断面図である。
【図３】図２の３－３線に沿う断面図である。
【図４】図２の４－４線に沿う断面図である。
【図５】図２の部分拡大図である。
【図６】本発明に係る双方向クラッチの第２の実施形態を示す図２に対応する断面図であ
る。
【図７】本発明に係る双方向クラッチの第３の実施形態を示す図３に対応する断面図であ
る。
【図８】駒部材に対する付勢手段の変形例を示す図３に対応する断面図である。
【符号の説明】
【００５４】
１０：ベース部材



(9) JP 4281069 B2 2009.6.17

10

20

１０Ａ：ベース部材本体
１０Ｂ：突状部
１０Ｃ：孔
１０Ｄ：扇形リテーナ部
１０Ｄ１：内側湾曲面
１０Ｄ２：外側湾曲面
１０Ｄ３：溝部
１０Ｄ４：隔壁部
１２：軸部材
１２Ａ：ストッパピン
１２Ｂ：平坦面部
１４：ガイド通路
１６：駒部材
１８：空間部
１８Ａ：狭窄部
１８Ｂ：拡開部
２０：ニードル
２２：板ばね（ニードル付勢手段）
２４：コイルばね（駒部材付勢手段）
２６：保持板
２８：保持リング

【図１】 【図２】
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【図４】

【図５】

【図６】

【図７】 【図８】
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